
       

入院中の方への面会時間・方法が以下のとおりになります。 

患者さんの安静及び安全確保のため、ご協力をお願いします。 

 

★面会は１日１回２名まで。１５分程度となります。 

 

＊面会できるのは、以下の条件をすべて満たしている方です。 

・責任者、配偶者、または中学生以上の二親等以内の親族の方。 

二親等以内：父母・子ども（一親等）、祖父母・兄弟姉妹・孫（二親等） 

・発熱や風邪症状（せき・喉・鼻水の呼吸器症状やおう吐・下痢等の消化器

症状）のない方。 

・５日以内に感染者（インフルエンザ・新型コロナウイルス・ノロウイルス等）

と接触のない方。 

 

＊面会時間 午後 3 時～午後 6 時 

 

＊面会方法 ① 受付にて「面会者受付票」に記入し、受付に提出する。 

平日：午後 3 時～午後 5 時・・外来受付 16 番 

              午後 5 時～午後 6 時・・救急外来受付  

休日：午後 3 時～午後 6 時・・救急外来受付 

② 面会者受付票の入ったファイルを病棟スタッフに提示後、面会

となります. 

③ お帰りの際は、病棟スタッフに声をかけてください。 

④ ファイルは、受付場所にもどしてからお帰り下さい。 

 

＊留意点  ・来院時は手指消毒を行って下さい。 

 ・院内では、マスクを着用してください。 

     ・大部屋の方の面会は、デイルームで行ってください。移動不可の    

場合は、スタッフにお声がけ下さい。 

・面会中の飲食はしないようお願いします。 
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当院では以下のように面会に関する規定を策定するとともに、当該規定に 

ついて定期的に見直しを行っております。 

 

公立七戸病院 面会者対応 

通常面会について 

別紙、ご面会の方へ参照。 

 

面会禁止について 

① 感染患者が院内発生した場合、当該病棟は面会禁止とする。 

② 全病棟にて感染が院内発生した場合、全病棟面会禁止とする。 

③ アウトブレイク時 

（72時間以内に同じ場所から 3 例以上発生した場合を基準とするがこれ

ばかりではない） 

④  面会解除は、感染者の隔離期間が経過したうえで、周囲の感染状況を考

慮し、感染対策委員長または、ICT 医師が決定する。 

⑤  面会制限もしくは禁止の解除は、休日に行わない。 

⑥  面会禁止中であっても、円滑な退院支援に必要と医師が判断した場合

は、医師の許可を得て面会できるものとする。 
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